
令和８年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員の設定について

１ 概要
医療法及び医師法の一部を改正する法律（R2.4.1施行）により、臨床研修病院関係業務のうち、「病院ごと

の募集定員の算定方法」及び「病院ごとの募集定員」の設定が、国から都道府県に移譲された。
また、当該設定に当たっては、地域医療対策協議会の意見を踏まえることとされている。

２ 募集定員設定までのスケジュール ３ 「病院ごとの募集定員の算定方法」及び
「病院ごとの募集定員」について

前年度に設定した算定方法の年度更新を行い、
資料１－２のとおりとしたい。

（１）病院ごとの募集定員の算定方法
日程 内容

12/13
・都道府県別の募集定員上限が通知される
（国：資料１－４）

～1月下旬
・募集定員の算定方法案を作成
（県：資料１－２）

・募集定員案を作成（県：資料１－３）

2/20 ・地域医療対策協議会から意見を聴取

～4/11
・募集定員の算定方法及び募集定員を通知
（県→国）

～4/30 ・募集定員を通知（県→各病院）

（２）病院ごとの募集定員（資料１－３のとおり）

国から示された本県定員の上限（１６０名）の
範囲内で、各臨床研修病院から確認した希望定員
及び上記３（１）の算定方法に基づいて配分を行
い、病院ごとの募集定員を設定することとしたい。
なお、本県は上限１６０名全てを臨床研修病院

に配分・活用しきれていない状況となっている。

資料１－１


